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「建築協定」に関するマニュアル 

 神戸市では、建築協定に関する複数のマニュアルを発行しています。 

 各マニュアルに記載している内容を下記にまとめました。 

■ 建築協定 手引き・運営マニュアル ～本編～ 

■ 建築協定 手引き・運営マニュアル ～資料編～ 

 建築協定とは何か、その全体像をつかんでいただける内容となっています。 

建築協定の制度、建築協定の運営、運営委員会の活動についてまとめています。 

■ 建築協定 更新マニュアル ～本編～ 

 建築協定の更新全体の流れをつかんでいただける内容となっています。更新作

業への取り組み方や手続きの方法など、更新に必要な情報をまとめています。 

■ 建築協定 更新マニュアル ～資料編～ 

 実際に更新作業を行うにあたり必要な様式やその書き方、実際に使用されたア

ンケート等の事例を掲載しています。 

 建築協定を運営するにあたり参考となる書類例や様式、建築協定の関係法令、

問答集について掲載しています。 

建築協定について知りたい 建築協定の運営について知りたい 場合 など 

建築協定の更新について知りたい 場合 など  
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「建築協定」とは？ 
建築協定は、地区のみなさん

でつくり、みなさんで運営す

るまちづくりのルールです。 

■ 建築協定の制度について 

 建物を建てる場合、建築基準法や都市計画法

などにより、様々な基準が定められています。

しかし、それらは最低限の基準を全国一律で定

めたものであり、地域の事情や、みなさんの希

望をきめ細やかに反映できない場合がありま

す。 

 建築協定は、建築基準法で定められた最低限

の基準に上乗せするかたちで、地域の特性等に

基づいた建築のルールを地域のみなさんが自ら

設けるものです。 

▶ どのような制度？ 

▶ どのようにできるの？ 

土地の所有者や借地権者の合意の上で協定を結び、市長の認可を受けます。 

⇒ 市長の認可により公に認識されるルールになります。 

▶ 市長が認可する項目 

 ① 建築協定区域 

 ② 建築協定区域隣接地 

 ③ 建築物に関する基準 

 ④ 違反者への措置 

 ⑤ 有効期間 

の５項目です。 

▶ 運営主体 

建築協定の運営は、地域でつくる運営委員会で行います。 



３ 

 

■ 建築物の基準（ルール）とは？ 

 下記のうち、地域にあった基準（ルール）を定めることができます。 

たとえば・・・分割は禁止 地盤の高さは変更禁止 

たとえば・・・外壁は敷地境界から○メートル以上離す 

たとえば・・・木造住宅に限る 

たとえば・・・一戸建て専用住宅に限る  

       共同住宅の禁止 

たとえば・・・建蔽率は○％以下  

       高さは○メートル以下 

たとえば・・・建物の色彩 営利目的の看板は禁止 

たとえば・・・屋外のアマチュア無線アンテナは禁止 

                        など 

「敷地」に関するルール   ⇒ 

「位置」に関するルール   ⇒ 

「構造」に関するルール   ⇒ 

「用途」に関するルール   ⇒ 

 

「形態」に関するルール   ⇒ 

 

「意匠」に関するルール   ⇒ 

「建築設備」に関するルール ⇒ 

■ 建築協定に参加するには？ 

 建築協定に参加できるのは、土地の所有者等（土地の所有者及び建築物の所有を目的

とする地上権、賃借権を有する者）です。 

 借家権者は建物を建てる権利がないため、原則対象外です。ただし、建築協定の内容

に、借家権者が決定できるような内容が含まれている場合（例：看板の設置など）は、

その項目についてのみ、借家権者を土地所有者等とみなします。  
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■ 建築協定の効力とは？ 

 ※土地の所有者の変更に関して、神戸市に手続きは必要ありません。 

■ 建築協定の有効期間とは？ 

 建築協定には、有効期間が設けられています。有効期間の設定について、法律では規

定がありませんが、神戸市の多くの地区では１０年に設定されています。 

 有効期間を短く設定した場合、短い周期で建築協定の内容を見直すことが可能です

が、更新手続きも頻繁に行う必要があります。また、有効期間を長く設定した場合、建

築協定の内容が時代とそぐわないものになる課題もあります。例えば、新しい住宅ばか

りの時は建替えもほとんどないため、有効期間を長めに設定し、建替えが進むように

なってから有効期間を短く設定するなどの工夫も有効です。地域の状況を踏まえて有効

期間を設定しましょう。 

 なお、有効期間を過ぎると、建築協定は失効します。そのため、有効期間の後も引き

続き、建築協定を続けていくためには「更新」が必要です。  

建築協定に合意した区画  建築協定に合意した区画のまま  

土地の 

所有者の変更 

 建築協定は、合意された方同士のルールです。有効期間内において合意されている区

画に対し建築協定の効力があります。売買等により、土地の所有者が変わっても、新し

い土地の所有者にその効力が引き継がれます。  

■ 建築協定の変更・廃止とは？ 

 建築協定の有効期間中に、市長の認可項目（①建築協定区域、②建築協定区域隣接

地、③建築物に関する基準、④違反者への措置、⑤有効期間）を変更する場合又は建築

協定を廃止する場合は下記手続きが必要です。 

 土地の所有者等の全員の合意のうえ、市長に申請し、その認可をうける必要が

あります。 

 土地の所有者等の過半の合意のうえ、市長に申請し、その認可をうける必要が

あります。 

▶ 変更する場合 

▶ 廃止する場合 
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「隣接地」とは？ 
建築協定に合意されなかっ

た区画を、「隣接地」に指

定することができます。 

 
※ 「隣接地」建築基準法 第70条第２項 

■ 隣接地の指定 

 建築協定の趣旨には賛成していても、さまざまな理由で合意できない方がいる場合が

あります。その場合は、「隣接地」に指定しておくことが有効です。ただし、指定する

隣接地は、建築協定区域と一体性のある区域でなければいけません。 

 隣接地に指定しておけば、将来的に建築協定に加入する意志を示された場合、簡単な

手続きで建築協定に加入することが可能です。（隣接地に指定していない不合意区画が

協定に参加する場合には、新たに建築協定を締結する場合と同じ手続きを要するため、

区域全員の合意が必要となります。）   

 なお、隣接地に指定するだけでは、本人の合意は必要ありません。 

▶ 建築協定区域外の例 

※建築協定区域に隣あってい

る場所が「隣接地」ではあり

ません。 

建 築 協 定 
地 区 の 範 囲 

（協 定 が 締
結 さ れ て い
る地域） 

建 築 協 定 の 

効力が及ぶ区画 

建 築 協 定 の 

効力が及ばない区画 

建築協定区域（合意区画） 

隣接地（不合意区画） 

建築協定区域外 
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▶ 建築協定には全員加入するとは限らない。 

  加入していない人が好きなようにしては、加入者が損ではないのか？ 

 すでに多くの方が住んでいる場所で結ぶ建築協定は、個々の考えもあり、１００％

の加入が難しいのが現実です。しかし、建築協定があることで、未加入者が協定の基

準に合わない建築を計画したりそれを実行した場合、相手に「この地区は建築協定を

締結しており、周囲の住民の意向を尊重してほしい」と個人的な意見ではなく、運営

委員会として意見を言うことができます。 

 地域に建築協定がなければ、相手から「あなたはどのような資格で、何を根拠に意

見するのか」と反論されるかもしれません。 

 未加入の方がいる地区でも、協定があることで一定の「抑止効果」を発揮すること

ができます。 

 建築協定の多くの地区には、協定に未加入の区画があります。協定に加入したみなさ

んが自分たちの住環境を守っていても、協定に参加していない方に協定の効力が及ばな

い、ここに建築協定の限界があることは確かです。 

 しかし、次の応答のように、建築協定があることで、実効あるまちづくりの第１歩と

なるのではないでしょうか。 
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■ 建築協定の運営は？ 

 建築協定は、地域のみなさんがルー

ルをつくり、お互いに守っていくこと

を約束したものです。そのため建築協

定の運営についてはみなさんで行って

いくことになります。 

 建築協定のルールを決めただけで

は、建築協定の十分な効力を発揮でき

ない場合があります。建築協定は運営

する人がいて初めて円滑に機能しま

す。 

 そのためには、協定参加者による運

営委員会を設け、運営を行っていきま

す。 

 

建築協定の運営 
みんなで決めたルールは、

み ん な で 運 営 し て い き ま

す。 

■ 運営上、大切なこと 

 建築協定を運営する上で最も大切なことは、みなさんが建築協定の趣旨と条文の内容

を正しく理解することです。 

 発足当初の委員会が協定の趣旨や条文の内容をよく理解していても、時間の経過や委

員の交代とともに条文の解釈に疑義が生じることがあります。そのため、委員会の活動

や議事については必ず記録して保存しておくようにしましょう。 

 特に条文の中に「運営委員会の許可したもの」など、委員会の判断を要する規定があ

る場合は、一貫性・公平性がある判断をするため、根拠となる基準を明確にする必要が

あります。また、時代の変化等によりその基準を柔軟に解釈する必要がある場合は、み

なさんで基準についてよく話し合いましょう。 
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■ 運営委員会の組織は？ 

 運営委員会は、建築協定を守っていくための運営組織です。 

 通常は、運営委員会の設置や役員等の組織構成、それらのメンバー選出方法や任期等

について建築協定書の中に定めがあります。 

 ご自分の地区の運営委員会の規定について、建築協定書で確認しましょう。 

 

運営委員会とは？ 建築協定を円滑に運営する

ための組織を結成します 

■ 委員や役員は？ 

 よくある例としては、委員会を組織する委員を協定者の互選により選出し、委員の中

から委員長、副委員長、会計などの役員が互選または委嘱により選出するものです。 

 委員長は、建築協定区域の代表者です。副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠け

たときの代理を務めます。会計は委員会の経理を担当します。会計監査などの役職を設

けている地区もあります。 

 委員の任期は１年ないし２年の場合が多いようです。また、任期が定められていても

再任により継続して委員を務めている地区もあります。  

▶ 建築協定書モデル例（運営委員会・役員の規定の抜粋） 

（運営委員会） 

第●条 この協定の運営に関する事項を処理するため，○○○○建築協定運営委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

２ 委員会は、土地の所有者等の互選により選出される委員○名をもって組織する。 

３ 委員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠の委員の任期は，前任者の残存期間とする。 

（役員） 

第●条 委員会に次の役員をおく。 

  委員長   １名 

副委員長  ○名 

  会計    １名 

２ 委員長は委員の互選により選出する。 

３ 委員長は，委員会を代表し，協定運営の業務を統括する。 

４ 副委員長及び会計は，委員の中から委員長が委嘱する。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは，これを代理する。 

６ 会計は，委員会の経理に関する事務を処理する。 
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■ 建築協定の運営経費とは？ 

■ 運営委員会と自治会 

 建築協定地区と運営委員会と自治会のエリアが一致した場合、自治会の役員が建築協

定運営委員も兼ねるケースが多々あります。自治会と運営委員会が連携することは、建

築協定の運営においても有用なことです。 

 しかし、建築協定の構成員は「土地の所有者等」であるのに対し、自治会等は「住民

（土地の権利に係らず、居住している人）」で構成されている場合が多く、かならずし

も２つの組織のメンバーが同じとは限りません。そのため、運営委員会と自治会はそれ

ぞれが独立した組織であり、業務や会計をきっちりと区分して運営するよう留意しなけ

ればいけません。 

 運営委員会の委員は建築協定に合意した土地の所有者でなければなることができない

ので、自治会と兼務する場合には注意が必要です。 

 また、運営委員会を自治会の下部組織として位置付けている地区もあります。 

 建築協定の運営にかかる経費は地区によりさまざまですが、建築協定の更新時期には

通常の時期より経費がかかります。 

 収入については、自治会と運営委員会が連携しているかどうかで違うようです。自治

会と連携している場合は、自治会等から補助を受けている地区が多いようです。また自

治会と連携していない地区においては、会費制を採用している地区が一般的です。 

 支出については、下記のような項目が考えられます。 

 ・建築協定地区内の普及啓発活動（地区ごとのニュース発行など） 

 ・通常運営活動（通信費・印刷費・交通費など） 

 ・更新にともなう費用（登記事項要約書等取得費、アンケート等印刷費） 

  

 協定地区のみなさんが納得できるような経費運営を心がけましょう。 
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■ まずは年間のスケジュールを確認しましょう 

 運営委員会は、１年ごとにメンバーが変わる場合が多いようです。まずは、１年の間

にどのような活動があるか、前任の方の引継ぎなどを受けましょう。その後、委員全員

で１年の活動について確認しましょう 

 

運営委員会の活動 運営委員会が実際に活動す

る内容です。 

▶ 年間スケジュール 例 （更新活動のない年） 

時期 運営委員会内容 日常運営 神戸市 

３～４月 ・総会等開催 

・次期運営委員の決定 

・運営委員引継ぎ 

  

 

・運営委員長変更届の提出 

４月 ・運営委員の交代  

５月   

６月  ・建築協定セミナー参加 

   

９月末   

11月  ・建築協定セミナー参加 

   

１～２月 ・運営委員引継ぎ準備  

３月 ・運営委員引継ぎ ・建築協定だより 配布 

①事前協議 

②建築協定の啓発

広報活動 

③違反があった場

合の措置 

 建築協定の更新活動がある年については、上記の活動に加えて、更新に関する活動が

必要になるためご注意ください。 
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■ 神戸市主催の主な行事 

 神戸市が主催となり、１年に２度「建築協定セミナー」を実施しています。 

 ６月頃に開催するセミナーでは、建築協定の「基礎」と「事前協議」をテーマに

しています。建築協定の基本的な知識の説明や、事前協議の際の図面の見方の演習

を通して、初めて運営委員長になられた方の不安感の解消を目指しています。 

 11月頃に開催するセミナーでは、建築協定の「運営」と「更新」をテーマにして

います。「運営」のテーマでは、日々の建築協定の運営に関する事項に加えて、建

築協定運営委員の引継ぎを円滑に行うためのポイントについてもお伝えしていま

す。「更新」のテーマでは、主に３年以内に有効期間を迎える地区を対象に、建築

協定を更新する場合の方法や、作成書類について学びます。 

①建築協定セミナー 

 建築協定セミナー内では、神戸市職員からの講義に加えて、参加者同士で情報交

換をしていただける地区間交流会の時間を設けています。 

 地区間交流会では、建築協定の運営経験・知識の豊富な方々に建築協定アドバイ

ザーとしてご協力いただきます。 

 各地区のご経験やお悩みを持ち寄って、情報共有やアドバイスしあうことで、そ

れぞれの協定地区の円滑な運営につなげていただくことを目的としています。 

②地区間交流会 

 セミナーにおいては、一般的な事項について学びますが、建築協定の運営を行う

中では、どうしても個別事例に対処する必要が出てきます。そのような相談の場と

して「個別相談会」を実施しています。 

 個別相談会は各地区ごとに、建築協定アドバイザーや神戸市職員に直接相談する

ことができる機会です。例えば、更新の進め方や作成資料のチェックなどの機会と

して活用されています。 

③個別相談会 
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■ 日常の運営 

 運営委員会は、建築協定の条文の解釈や建築協定全般について、協定区域内のみ

なさんからの連絡・調整を行う窓口となります。協定の運営上疑問が生じた場合に

は、運営委員会で検討し、決定する必要があります。また、一般的な解釈等につい

ては神戸市も相談に応じます。 

①建築協定区域内における相談・調整 

 協定区域内の土地所有者等の変更を把握しておくと、問題に対応しやすく協定の

更新等においてもスムーズに行うことができます。そのため、土地の所有権が変

わった場合、運営委員会への届出を義務付けている建築協定もあります。さらに、

土地の譲渡人に対しても、譲受人に建築協定を伝達するよう義務付けている建築協

定もあります。 

 このような義務付けの有無に係らず、土地の所有者等に変更があった場合など

は、運営委員会から新しい所有者等に建築協定について説明するといった配慮も大

切です。 

 また、その区画が隣接地だった場合は、新しい所有者に建築協定への加入を検討

してもらう機会であるため、隣接地の土地所有者等の変更についても気にかけてお

くことが大切です。 

②「土地所有者等」の変更の把握 

 協定区域内での建築計画が協定の内容にあっているかどうかを運営委員会で

チェックします。 

③建築行為の事前協議 

→詳細は・・・「事前協議」 14ページ 

 建築協定と無関係な住民同士のトラブルが運営委員会に持ち込まれることがあり

ます。例えば、植栽の落ち葉や犬猫の侵入などです。 

 これらのトラブルは当事者同士で解決することが本来の姿です。建築協定に定め

ていない事項に関して、運営委員会が介入するとかえって問題を複雑にすることが

あるため、運営委員会の立場として立ち入ることは慎まなければなりません。 

 なお、トラブルの当事者には、運営委員会の趣旨をよく説明し、理解してもらう

ことが必要です。 

④住民同士の私的なトラブルの対処 

→更新の手続きについては・・・「更新マニュアル」 へ 



１３ 

 

■ 事前協議とは？ 

 建築協定区域において行われる建築計画は、建築協定に適合したものでなければいけ

ません。そのため、建築協定区域内の建築計画について、建築協定の内容に適合してい

るかどうかを運営委員会がチェックします。これを「事前協議」といいます。 

 例えば建物の新築工事を行うとき、建築確認申請の手続きが必要です。この申請は、

建築基準法等の法律に適合しているかどうかを市又は指定確認検査機関が確認するもの

です。建築協定の内容は確認しません。 

 なぜなら建築協定は、法律に上乗せした制限内容を地域のみなさんで決めたルールで

あるため、建築計画が建築協定にあっているかどうかもみなさんでチェックします。 

 

事前協議 
建築協定の内容と建築計画

があっているか協議をしま

す 

▶ 建築協定書モデル例（「事前協議」の抜粋） 

■ 事前協議の位置づけ 

 事前協議は原則、建築協定書に規定があります。運営委員会は建築協定書に基づき、

建築等を予定されている建築主又は代理人（設計者・施行者）と建築等に着手する前に

事前協議を行います。 

（事前協議） 

第●条 建築協定区域において，建築物の建築，用途の変更，修繕，模様替え等の行為「以下「建築等」と

いう。」を行おうとする土地の所有者等は，建築等に着手する前に，当該建築等が第●条の基準に適合するも

のであることについて，委員会と協議し，その承認を受けなければならない。なお、市又は指定確認検査機関

の確認又は通知を要する建築等については，確認の申請書又は計画の通知書を市又は指定確認検査機関

に提出する前に，委員会の承認を受けなければならない。 
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■ 事前協議のおおまかな流れ 

 建築協定地区内で工事を行う建築主又は代理人から、運営委

員長に、事前協議のお願いの連絡が入ります。 

 運営委員長は、建築主又は代理人に、事前協議書など必要書類

と書類の受け渡し方法（持参or郵送or電子メール）などを伝えま

す。 

・事前協議の具体的な方法は地区により違います。これまでどのような方法で事前  

協議を行ってきたか、前任の運営委員長などに確認しましょう。 

・神戸市では、建築確認申請の前に建築協定地区内の建築については運営委員会と

の事前協議が必要である旨をお知らせしています。 

 運営委員会で、建築計画が建築協定のルールに適合している

かどうかを確認します。（運営委員長だけではなく複数での対応

をお勧めしています。） 

 運営委員長は、建築主又は代理人に、運営委員会で建築計画を

確認した旨（適否）を連絡します。（協議した結果を文書（※１）

で渡す地区もあります） 

建築計画の連絡 

運 営 委 員 会

の確認 

確認の連絡 

▶ その他 

■ 事前協議の連絡がきたら・・・ 

 まずは、申請のあった区画が建築協定に合意された区画であるかどうかを区域図

等で確認しましょう。 

 もし、該当の区画が「隣接地」または「除外地」であった場合、建築協定の効力

は及ばないため、事前協議は必須ではありません。また、「隣接地」である場合、

建築協定への加入をすすめる良い機会です。ぜひ、建築協定への加入を促してみま

しょう。 

①協定区域の確認 
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※１ 「建築計画協議書 様式（例）」資料編 ７ページ 

※２ 「チェックシート（例）」資料編 ８ページ  

事前協議で必要な書類の例 

・建築計画協議書（※１） → 事前協議があったことを文書で残すことができます 

・チェックシート（※２） → ルールへの適否をチェックしやすくなります 

・建築計画概要書、図面  → ルールへの適否をチェックする資料です 

 まずはみなさんの地区で決められている建築協定のルールを確認しましょう。決

められている建築協定のルールは地区により異なります。 

②建築協定のルールの確認 

 建築計画の適合を確認するために必要な書類を伝えてあげましょう。 

③事前協議に必要な書類の連絡 

 建築計画の内容が建築協定のルールに適合しているかどうかを③で提出された図

面等により確認します。図面だけでわからない項目がある場合は、直接申請者に聞

いてみましょう。 

 もし、建築協定の内容に適合していない内容がある場合には、修正を依頼しま

す。 

④建築計画の内容の確認 

 建築計画の内容が建築協定のルールに適合しているかどうかを確認した旨（適

否）を連絡します。また、協議した結果を文書として渡す地区もあるため、ご自分

の地区の取り扱いについて前もって確認しておきましょう。 

⑤建築計画の内容の確認の連絡 

更新の種類 事前協議の詳しい方法が知りたい！ ポイント 

建築協定セミナーでは、実際に図面等を使いながら、事前協議の際の図面の見方や、

事前協議の方法について学びます。また、各地区のチェックのポイント等も理解して

いただけるセミナーとなっておりますので、ぜひご参加ください。 
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■ 啓発・広報活動とは？ 

 建築協定の違反を防ぐためには、建築協定の啓発・広報活動をしっかりと行うことで

す。建築協定の違反は、協定者が建築協定そのものを認識していなかったり、協定の内

容を十分に理解していない場合に起こることが多いといわれています。 

 そのため、協定者や協定区域に対し、定期的に啓発・広報活動を実施しましょう。以

下に、啓発・広報活動の事例を紹介します。 

 

啓発・広報活動 
建築協定について、広報し

ていきます 

 建築協定に関する資料を配布します。配布する資料の例としては、建築協定書な

どです。また、運営委員会の活動状況や協定内容の解説などについての広報誌を定

期的に発行することも有効です。 

①建築協定に関する資料の配布 

 神戸市では、年に１回、「建築協定だより・神

戸」を発行しています。市内の建築協定の動向や

他地区の様子等を知ることができるため、地区内

の建築協定への意識を維持し、高めていくために

も役立ちます。そのため、地区内のみなさんに建

築協定だよりを配布します。 

②「建築協定だより・神戸」の配布 
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 その場所が建築協定エリアであることを周知するため、プレートを設置します。

神戸市においては2007年より、プレートの配布を実施しています。これは、建築協

定地区内の方だけではなく、物件の購入予定者に建築協定地区であることをお知ら

せし、円滑に建築協定の運営を行うことを目的としたものです。 

③建築協定地区表示プレートの設置 

450 

300 

200 

200 
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■ 隣接地への働きかけとは？ 

 隣接地として定めている区画は、その区画の土地の所有者等の合意があれば簡単な手

続きで建築協定に加入することができます。建築協定はより多くの方に加入してもらう

ことで、その効果を高めます。いろいろな機会で建築協定への加入を促し、勧めましょ

う。 

 

隣接地への働きかけ 
建築協定区域隣接地に協定

加入について案内します 

 
※ 「建築協定加入届」 資料編 10ページ 

■ 加入がきまったら・・・ 

 隣接地から建築協定に加入するためには手続きが必要です。下記書類を準備し、神戸

市に提出しましょう。 

書類名 書き方の注意 

① 建築協定加入届 
届出者は、隣接地の加入者または運営委員長が記入してく

ださい。 

② 合意書 
隣接地の土地の所有者等が記入してください。 

日付は合意書に記入した日付としてください。 

③ 登記事項要約書 

  又は登記事項証明書 

加入する区画の登記事項要約書（又は登記事項証明書）を

準備してください。 

④ 区域図 
既存の区域図に、加入する区画を色塗りするなどして、分

るようにしてください。 

⑤ 代表者事項証明書 
加入者が法人の場合、上記に加えて必要な書類です。協定

加入者（法人）が準備します。 

⑥ 印鑑登録証明書 
合意書に実印を用いる区画のみ必要な書類です。協定加入

者が準備をします 

 神戸市の手続きが終了すれば、合意書等を返却します。 
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■ （事前協議などで）条文の解釈に疑問があるとき 

 まずは、これまでの運営委員会がどのように解釈してきたのか、過去の事例を調べま

しょう。建築協定に使われている用語の意味は、建築協定書、運営細則、解釈基準など

に定めがない限りは、建築基準法や同施行令の定めによることになります。 

 神戸市でも一般的な相談やアドバイスは可能です。 

 

困ったとき 
運営トラブルと対処等の方

法についてです 

■ 建築計画を知りたいとき 

 まずは、建築主に問い合わせましょう。工事現場には工事の概要に関する看板が立て

てあります。 

 また、確認申請が必要な計画で建築確認済証の交付がされているものについては、神

戸市で「建築計画概要書」を確認することができます。 

 建築計画概要書は建築確認申請書に添付して提出することが義務付けられている書類

です。建物の用途・規模・構造の概要・付近見取り図・配置図が明示されたものです。

平面図がないため間取りはわかりません。 

■ 事前協議なく建築工事がはじまりそうなとき 

 事前協議は建築確認申請の前に行うものですが、ごくまれに事前協議なく建築工事が

はじまることがあります。大体は、建築協定は守っていても建築協定の手続きを忘れて

いた場合や、事前協議の手続きがあることを知らなかった場合などです。 

 事前協議なく工事が始まりそうな場合は、まず建築主や工務店等に問い合わせ、建築

協定区域内の建築行為については事前協議がいることを伝えましょう。その後、事前協

議と同様に、建築計画が建築協定にあっているかチェックを行いましょう。 

 なお、建築協定区域内で建築確認申請が必要な建築計画の場合、神戸市から確認申請

の前に建築協定区域であることと運営委員会と協議が必要であることをお知らせしてい

ます。 
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■ 建築協定違反があったとき 

 まず、建築協定は合意者同士の守ることができるルールを定めたものであるため、協

定違反の例は少ないです。 

 もし、建築協定違反が出てきた場合、違反を是正するためには建築協定書に従った対

応・手続きを運営委員会が行います。 

▶ 建築協定書モデル例（「協定違反があった場合の措置」の抜粋） 

 事前協議の段階で、協定違反を発見した場合、変更を依頼しま

す。 

 工事中のものや、既に建築された建築物に違反を発見した場

合、図面等の資料をもらい、違反が実態としてあるのか調査を行

います。（工事中のものは審査が終了するまで工事停止の協力を

求めます。） 

 工事状況、図面等や建築協定の基準の解釈などから、違反して

いるかどうかを審議します。 

 工事が進めば違反になる場合は、工事の中止を依頼します。現

状が違反している場合は、是正の請求を行うことを決定します。 

  

協定違反の発見 

現地調査 

運営委員会

の開催 

工事施工の

停止請求・

是正勧告 

 工事施工の停止請求や是正勧告は、文書で行います。また、是

正する猶予期間を設けます。 

  
運営委員会

の点検 

 是正措置完了後、運営委員会で違反がなくなっているかの点

検を行います。 

 請求・勧告に従わない場合 ⇒ 裁判所への提訴  是正措置 

完了 
→詳細は・・・「裁判所への提訴の対応」 22ページ 

（協定違反があった場合の措置 ） 

第●条 第●条に規定する基準に違反した土地の所有者等があった場合は，委員長は，委員会の決定に基

づき，当該土地の所有者等に対して，当該違反行為の中止又は是正を請求し，かつ，文書をもって相当の

猶予期間内に当該違反行為を是正するための必要な措置を取ることを請求するものとする。 

２ 前項の請求があった場合，当該土地の所有者等は，遅滞なくこれに従わなければならない。   
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■ 裁判所への提訴の対応 

 建築協定の違反に対して停止や是正を求めても請求に従わない場合、運営委員会は裁

判所に提訴することができます。 

 建築協定は、土地の所有者等による契約にあたり、協定違反の是正は民事訴訟になり

ます。 

 建築主等と運営委員会のやりとりの記録や運営委員会の議事録の作成、神戸市との相

談、弁護士との相談が必要です。 

▶ 建築協定書モデル例（「裁判所への提訴」の抜粋） 

（裁判所への提訴  ） 

第●条 前条第１項の規定による請求があった場合において，当該土地の所有者等がその請求に従わないと

きは，委員長は，委員会の決定に基づき，その強制履行又は当該土地の所有者等の費用をもって第三者

にこれを行わせることを裁判所に請求するものとする。  

２ 前項の裁判，強制履行等に要する費用は，当該土地の所有者等の負担とする。   
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■ なぜ引継ぎが重要なの？ 

 建築協定は、地域のみなさんでつくり、みなさんで運用するまちづくりのルールで

す。過去の情報がないと、これまでどのように運用してきたかが分かりません。 

 特に事前協議においては、協議の方法や判断の基準など、これまでの地域のやり方や

判断を参考に進める必要があります。 

 また、建築協定の更新の際には、過去の更新資料やその時に使用したデータなどがあ

ると、効率的に作業を進めることができます。 

 

運営委員の引継ぎ 
運営委員を交代するときに

はしっかり引継ぎを行いま

しょう 

■ 引継ぎの方法 

 運営委員を変更する際には、引継ぎをしっかり行いましょう。下記に引継ぎ資料を例

示します。 

■ 運営委員長変更届の提出 

 運営委員長には、神戸市からセミナーのお知らせや建築協定だよりが郵送されます。

また、事前協議をする際にも、建築主又は代理人は運営委員長と連絡をとらないといけ

ません。 

 そのため、運営委員長の連絡先は非常に重要です。運営委員長を変更した際には、速

やかに「運営委員長変更届」を神戸市までご提出ください。 

① 建築協定書 

② 事前協議に関する資料 

③ 更新に関する資料 

 
※ 「運営委員長変更届」資料編 ９ページ 

④ 運営委員会の活動リスト・メモ 

⑤ 建築協定のマニュアル             

               など 
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